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「野々市市空家等の適正管理に関する条例」の制定に関するパブリックコメント実施について 

 

■趣旨・目的 

平成27年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受け、本市

においても「野々市市空家等対策計画」（平成30年３月策定）に基づき、空家等対策の取組

みを進めているところです。 

今後、増加が予想される空家等に対して適正な管理を促進していくことが重要と考えてお

り、「野々市市空家等の適正管理に関する条例」の制定を検討しています。 

本条例を制定するにあたり、次のとおりパブリックコメントを実施しますので、様々な視

点から、意見・提言をお寄せください。 

 

■条例の名称 

 野々市市空家等の適正管理に関する条例 

 

■意見を募集する期間 

 令和３年１１月８日（月）から１２月７日（火） 

 

■意見等の提出方法 

 郵送、電子メール、文書の持参 

 ※電話や口頭での意見は受付できません。 

 

■条例（案）の概要の閲覧 

 １１月８日以降、市ホームページでご覧いただけるほか、市役所１階１０番窓口 土木部 

建築住宅課でご覧いただけます。 

 

 

野々市市土木部建築住宅課 担当：村尾 ＴＥＬ：227-6087 

 

 

    

  


